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湖北広域行政事務センター施設整備計画および運営形態のあり方検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 湖北広域行政事務センター（以下「センター」という。）次期焼却施設の基本構想に併せて、

センター各施設の統一的な整備計画および運営形態のあり方（以下「施設整備計画等」という。）

を検討および策定することを目的として、湖北広域行政事務センター施設整備計画および運営形態

のあり方検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、センター各施設の現状と課題、先進地事例を把握し、施設整備計画等についての

検討および協議を行うものとする。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は13人以内で構成する。 

２ 委員は、次に掲げるもののうちから管理者が委嘱または任命する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 関係行政機関の職員 

(３) センター関係職員 

（任期） 

第４条 委員会の委員の任期は、施設整備基本計画等の策定が完了するまでとする。 

２ 委員が欠けたときは、前条各号の区分により補充できるものとし、その任期は前任者の任期まで

とする。 

（委員長および副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議の運営） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の運営について必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。 

（委員の報酬等） 

第７条 委員の報酬及び費用弁償については、湖北広域行政事務センターの特別職の職員で非常勤の

ものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和49年３月15日条例第３号）に準じるものとする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、施設整備課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成25年５月20日から施行する。 

（会議の招集） 

２ この要綱の施行後初めて開かれる会議については、第６条第１項の規定にかかわらず、管理者が

招集する。 

（告示の失効） 

３ この要綱は、第４条第１項に定める施設整備基本計画等の策定が完了した日限り、その効力を失

う。 


